
滋賀県障害者優先調達推進方針等について
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障害者優先調達推進法第９条第１項の規定に基づき、障害者就
労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するよう、滋賀県が
行う障害者就労施設等からの物品・役務の調達を総合的かつ計画
的に推進することを目的とする。
⚫ 調達の対象となる障害者就労施設等
(1)法第２条第４項に規定する障害者就労施設等（下記ア～キ）
であって、県内に所在または居住するもの
ア 障害者支援施設
イ 地域活動支援センター
ウ 障害福祉サービス事業を行う施設（生活介護、就労移行支
援または就労継続支援を行う事業に限る。）

エ 特例子会社（国等による障害者就労施設等からの物品等の
調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号。以
下「施行令」という。)第１条第１号に規定する事業所をい
う。）

オ 重度障害者多数雇用事業所（施行令第１条第２号に規定す
る事業所をいう。）

カ 在宅就業障害者
キ 在宅就業支援団体

(2)「滋賀県社会的事業所設置運営要綱」に基づく社会的事業所
(3)「滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱」に基づく
滋賀型地域活動支援センター

滋賀県による障害者就労施設等からの
物品・役務の調達の推進を図るための方針

もにす認定（障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組
の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制
度）を優先調達の対象に追加してはどうか。（追加済み：神奈川
県、佐賀県）
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